
様式１

Ⅰ　団体の概要

（令和6年4月1日現在）

Ⅱ　点検評価（団体の必要性）

１ 団体の設立目的（定款）

２ 団体が果すべき使命・役割

点検評価表（外郭団体）

団　　体　　名 公益財団法人静岡県産業振興財団

所　　在　　地 静岡市葵区追手町44番地の1 設立年月日 昭和45年3月12日

代　　表　　者 理事長　　中西　勝則 県 所 管 課 経済産業部商工振興課

運営する施設 -

団体ホームページ http://www.ric-shizuoka.or.jp

出資者 出資額（千円） 比率（％） 役職員の状況（人）

静岡県  7,123,120 100.0  常勤役員  2  常勤職員  46 

 うち県OB  1  うち県OB  - 

 うち県派遣  -  うち県派遣  6 

 非常勤役員  21  非常勤職員  8 

役員 計  23 職員 計  54 

基本財産（資本金） 計  7,123,120 100.0 

設立に係る根拠法令等

・小規模企業者等設備導入資金助成法（第2条第4項、第14条）
・下請中小企業振興法（第15条）
・中小企業支援法（第7条）
・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（第29条）
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

団体の沿革

・昭和45年3月　（財）静岡県中小企業振興協会として発足
・昭和57年4月　（財）静岡県中小企業振興公社に名称変更
・平成12年3月　（財）静岡県科学技術振興財団（平成3年設立）を統合し、
                     （財）しずおか産業創造機構となる。
・平成13年4月　静岡県中小企業総合指導センター廃止に伴い業務の移管を
                     受ける。
・平成15年4月　ファルマバレーセンター設置
・平成21年4月　フーズ・サイエンスセンター設置
・平成24年4月　公益財団法人に移行し、（公財）静岡県産業振興財団となる。
・平成29年8月　 （一財）ふじのくに医療城下町推進機構[新法人]の設立
・平成30年4月　ファルマバレーセンター部門を新法人へ譲渡
・令和02年4月  フーズ・サイエンスセンターからフーズ・ヘルスケアオープン
                   　 イノベーションセンターに名称変更

中小企業等の産業創出の支援及び経営基盤の強化を図り、科学技術の研究開発を促進するととも
に、静岡県が進める産業成長戦略を推進し、もって静岡県の産業の発展に寄与することを目的と
する。

①産業創出支援、②経営基盤強化、③科学技術研究開発支援、④フーズ・ヘルスケアオープンイノ
ベーションプロジェクトの推進

http://www.ric-shizuoka.or.jp


３ 団体を取り巻く環境

区　分 内　　　　容

団体を取り巻く社会
経済環境の変化や新
たな県民ニーズ

・コロナ禍からの正常化に向けた取組が進んだ一方、地政学リスクによる燃
料・資材の価格高騰、深刻な人手不足などの影響もあり、県内企業を取り巻
く経営環境は、依然として厳しい状況が続いている。
・こうした経営環境の激変期を乗り越えるには、県内企業の人材投資、研究
開発、設備投資を促して競合他社との差別化を図り、高い付加価値の創出
や事業構造の新陳代謝につなげることが不可避となっている。
・また、ポストコロナにおける成長の実現の柱として、GX（グリーントランス
フォーメーション）やDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する動
きが強まっているほか、産業人材の確保・育成・リスキリングなどの必要性
も高まっており、県内企業においては、こうした取組への新たな対応が求め
られている。

行政施策と団体活動
との関係（役割分担）

県では、本県経済を支えているのは県内企業の99.8%を占める中小企業
であるとの認識の下、従来から中小企業支援策を中心とする産業施策を講
じているが、事業の推進に当たっては、産業振興財団を、全県を対象に中小
企業を総合的に支援する中核的機関として位置付けている。

民間企業や他の団体
との関係（役割分担）

・産業振興財団は、全県を対象とした窓口相談や専門家派遣、経営革新計
画策定支援、下請取引支援等により、県内の中小企業を総合的に支援して
いる。特に、産業振興財団の各種コーディネーターが相談に応じ、研究開発
支援や経営革新支援に結び付けるなど、中小企業者が抱える経営課題に対
してワンストップで迅速に対応している。
・産業振興財団の業務は、①法律で実施機関として定められているもの、②
県事業を代替して実施するもの、③その他（補助・委託事業）に大別するこ
とができる。このうち、①の業務については、産業振興財団が県全域をカ
バーする唯一の実施機関であり、他の産業支援機関はその役割を担うこと
はできない。
（例）中小企業支援法に基づく「中小企業支援センター」としての業務
　　 下請中小企業振興法に基づく「下請企業振興協会」としての業務



４ 事業概要

５ 事業成果指標

６ 事業成果の総括評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

（単位：千円 ）

区分 事業名 事業概要 R5 決算 R6 予算

合　　　計  1,162,430  1,181,603 

目標（上段）及び実績（下段）

評価

27(R3) 28(R4) 34(R5) 26

20 30 41 （R6）

2,700(R3) 2,000(R4) 2,000(R5) 2000

1,965 1,833 1,856 （R6）

200(毎年度) 200(毎年度) 200(毎年度) 200

973 1,215 1,586 （毎年度）

※評価　…　Ａ：目標達成　　Ｂ：目標未達成　　Ｃ：目標未達成（乖離大）

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

○

・新成長産業戦略的育成事業では、新成長
産業分野への参入を目指す意欲的な中小
企業に対し、支援を実施した。また医療機
器や次世代自動車に特化した助成事業を
併せて実施した。
・専門家派遣事業については、経営・情報
化・技術・デザイン・ＩＳＯ分野の相談に応じ
た専門家派遣を実施した。
・フーズ・ヘルスケアオープンイノベーショ
ンセンターの販売促進支援については、販
路開拓・拡大アドバイザーが販売強化に係
る相談に積極的に対応し、目標を上回る支
援を実施した。

○

・新成長産業戦略的育成事業は、次世代自動
車や医療・福祉機器、光といった分野に参入
する企業に対する技術相談から研究・開発、
事業化までの支援であり、今後の本県の産
業分野の多極化につながると期待している。
・消費者ニーズの多様化や国際化の進展等、
中小企業を取り巻く環境が著しく変化する
中で、中小企業の経営基盤の強化や新分野
進出等の必要性は依然として高い。こうした
企業ニーズに対して、専門家派遣事業は、中
小企業診断士やITなどの専門家を派遣する
ものであり、中小企業の課題解決に大きく貢
献した。
・フーズ・ヘルスケアオープンイノベーション
センターでは、食品・化粧品産業の振興に加
え、ヘルスケア関連産業の振興支援にも精力
的に取り組んだほか、製品開発支援から販路
開拓まで一体的な支援を行い、フーズ・ヘル
スケアオープンイノベーションプロジェクトの
推進に大きく貢献した。

県補助
産業創出支援事
業

総合的な支援体制の構築と各段階に応じた各種
支援事業による創業や新事業展開の促進

 584,459  606,434 

県補助
経営基盤強化事
業

経営資源の確保や受注拡大のための支援事業
による中小企業の経営基盤強化

 307,082  324,210 

県委託
科学技術研究開
発支援事業

中小企業の産学官連携による研究開発の推進及
び科学技術の普及啓発

 87,686  60,881 

県補助
フーズ・ヘルスケア
オープンイノベーショ
ンプロジェクト事業

県の重点施策であるフーズ・ヘルスケアオープン
イノベーションプロジェクトの推進

 159,544  161,114 

（公益共通、法人会計、内部取引消去）  23,659  28,964 

指標の名称（単位）
目標値
（年度）R3 R4 R5

新成長産業戦略的育成事業（新
成長産業助成事業）における助
成件数（件）　

A

専門家派遣事業における派遣回
数（件）　　　　　　　　　　　　　　　　　

B

フーズ・ヘルスケアオープンイノ
ベーションセンター販売促進支援
件数（件）

A



７ 団体の必要性の評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

８ 団体改革の進捗状況（過去の行政経営推進委員会からの意見への対応状況）

※○：対応済　　△：対応中　　×：未対応

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

○

・厳しい経済情勢の中で、セーフティーネッ
トとしての、中小企業に対する公的支援の
役割が増大している。
・グローバル競争の中で高度化する産業技
術に適合するため、中小企業に対する各種
の研究開発・事業化支援への要請が高まっ
ている。
・中小企業の行う研究開発や創業・経営革
新の支援を全県的に実施している団体は
他にない。 また、商工会議所等、他の産業
支援機関と事業内容が一部類似する部分
もあるが、支援対象者が異なり、明確な役
割分担がなされている。
・中小企業への経営支援を担う金融機関及
び各種コンサルタント等と産業振興財団は
補完的な関係にあり、支援事業実施におい
て競合することはない。　
・創業分野においては、創業支援を行う市
町等の支援を実施するなど、他支援機関と
の差別化を図っている。　　　　　　　　　　　　　　　　        　
・企業脱炭素化支援センターでは、中小企
業への普及啓発や人材育成を実施し、GX
推進の中核機関として業界団体等とネット
ワークを構築している。

○

・産業振興財団は、本県の中核的な産業支
援機関として、商工団体をはじめ大学、公
的試験研究機関、金融機関等とのネット
ワークを形成し、県内中小企業からの相談
にワンストップで対応、様々な支援事業を
実施している。
・また、中小企業の創業から販路拡大まで
各段階の支援に加え、県重点施策の推進
機能を担うなど、本県中小企業の振興に必
要不可欠な組織であり、特に近年、企業
ニーズは高度化・多様化しており、当団体
の専門性やコーディネート機能への期待は
大きい。
・GXの推進における企業分野のカーボン
ニュートラルを促進するため、令和４年度
に産業振興財団内に設置された「企業脱炭
素化支援センター」に、その運営を委託し
ているところであり、産業振興財団の必要
性はさらに高まっている。

対応状況

団体記載 県所管課記載

実効性のある評価・改善手法
を検討

○

助成事業や販路開拓事業に
おいて追跡調査を実施し、企
業ニーズを把握した上で事業
の成果目標を定め、達成度を
評価する手法により、各種改
善に努めている。

○

新ビジョン後期アクションプ
ランや経済産業ビジョンの各
指標への寄与度等も踏まえ
ながら、引き続き、効果的・効
率的な事業実施に向け、見直
しや改善に取り組んでいく。

選択と集中の視点により事
業内容や実施体制を見直す

○

中小企業の支援ニーズが変
化する中で、実効性を高める
ために出展展示会の検討や
助成事業等を見直し、効果的
な経営支援に努めている。

○

新ビジョン後期アクションプ
ランや経済産業ビジョンの各
指標への寄与度等も踏まえ
ながら、引き続き、効果的・効
率的な事業実施に向け、見直
しや改善に取り組んでいく。

行政経営推進委員会意見
（経営健全性に係る意見を除く）



Ⅲ　点検評価（経営の健全性）

１ 財務状況

 単年度収支　　　

 経常損益

 事業収益

 事業外収益

 特別収益

 収入計

 事業費用

 事業外費用

 特別損失

 支出計

（ 単位：千円 ）

評価

(d-h)  -10,512  -673  -17,375  C 

(a+b-e-f)  -10,512  -673  -17,375  C 

公益目的事業会計  -6,091  264  -18,028 

収益事業等会計  -  -  -  （収益事業の終了） 

法人会計  -4,421  -936  653 

 剰余金  173,015  199,537  194,889  A 

※評価　…　Ａ：プラス　　Ｂ：特別な要因によるマイナス　　Ｃ：マイナス

主な増減理由等

 資産  8,270,577  8,195,079  8,194,563  - 

 流動資産  966,590  886,810  892,098 

 固定資産  7,303,987  7,308,269  7,302,465 

 負債  346,845  272,021  288,881  - 

 流動負債  177,527  100,462  124,905  未払金の増等 

 固定負債  169,318  171,559  163,976 

 正味財産/純資産  7,923,731  7,923,057  7,905,682  - 

 基本財産/資本金  7,123,120  7,123,120  7,123,120 

 剰余金等  173,015  199,537  194,889 

 運用財産  627,596  600,400  587,673  - 

(a)  1,142,694  1,067,404  1,082,955  国・県補助増等  1,091,298 

うち県支出額  1,022,672  988,077  940,568  1,012,439 

(県支出額/事業収益) (89.5%) (92.6%) (86.9%) (92.8%)

(b)  87,874  83,370  84,054  84,945 

うち基本財産運用益  81,402  82,157  82,362  82,466 

(c)  -  -  -  - 

うち基本金取崩額  -  -  -  - 

(d=a+b+c)  1,230,568  1,150,774  1,167,009  1,176,243 

(e)  1,241,080  1,151,447  1,184,384  1,193,103 

うち人件費  291,978  297,152  307,901  306,078 

(人件費/事業費用) (23.5%) (25.8%) (26.%) (25.7%)

(f)  -  -  -  - 

(g)  -  -  -  - 

(h=e+f+g)  1,241,080  1,151,447  1,184,384  1,193,103 

収支差 (d-h)  -10,512  -673  -17,375  -16,860 

区　　　　分 R3 決算 R4 決算 R5 決算 備考（特別な要因）

健
全
性
指
標

区　　　　分 R3 決算 R4 決算 R5 決算 R6 予算

支
出

資
産
の
状
況

収
支
の
状
況

収
入



２ 経営改善の取組の実施状況と評価

３ 赤字の要因（前年度の単年度収支、経常損益が赤字の団体のみ記載）

４ 経営の健全性の総括評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

５ 団体改革の進捗状況（過去の行政経営推進委員会からの意見への対応状況）

※○：対応済　　△：対応中　　×：未対応

・消耗品や備品等の節減に努め事務事業費の抑制に努めた。
・事業等の新規受託を目指すなど、事業財源の確保に引き続き努めた。
・基本財産運用益について、運用債権の最適化に向けた取組を継続した。

〇設備貸与事業
・複数年にわたって繰越金の活用により収支の均衡をとって実施している。平成26年度で新規貸
与を終了したことにより事業収益は減少しているが、債権回収や滞納整理業務を実施するための
費用が必要となるため、単年度の収支差額が生じている。
○基本財産運用益
・また、近年の低金利情勢により、過去に比べ、基本財産運用益の潤沢な確保が進まないことも財
団決算に影響を及ぼしている。　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○環境整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・情報システムの更新を行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

〇

単年度の赤字が継続しているが、主な要因
は、①設備貸与事業など、繰越金の活用に
より複数年にわたって収支のバランスを
とっている事業によるもの、②低金利情勢
下による基本財産運用益の減少によるも
の③情報システムの更新によるものであ
る。

○

低金利情勢による基本財産運用益の低下
が当面継続していくことが予想されること
から、引き続き、組織体制の見直しや、経
理業務の集中化等の業務効率化、時間外
勤務縮減等の経費削減に取り組んでいく
ことが必要である。

対応状況

団体記載 県所管課記載

-

行政経営推進委員会意見
（経営健全性に係るもの）



Ⅳ　改善に向けた今後の方針

１ 点検評価を踏まえた経営の方向性

２ 今年度の改善の取組

今後の展望、中期的な経営方針（団体記載） 団体の方針に対する意見等（県所管課記載）

・静岡県と連携し、国等の事業の新規受託に向け
た取組を強化する。
・「中小企業脱炭素化推進事業」により、脱炭素化
や省エネへの取組が遅れている県内中小企業の
支援体制を構築し、脱炭素化を推進する。
・フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションプロ
ジェクトを積極的に推進するなど、中小企業等の
新成長産業分野への参入や販路開拓を支援す
る。
・事業の実施にあたっては、静岡県はもとより地
域の産業支援機関、研究機関等と連携を図りな
がら、効果的・効率的な事業実施に努めていく。　　　　　　　　　　　
・中小企業の労働力不足やデジタル化推進、生産
性向上を後押しするため、DX支援としてバック
オフィスの業務改善支援を推進する。

・急速な少子高齢化、労働力不足、デジタル化の
進展など、中小企業を取り巻く社会経済環境が
変化する中、既存の中小企業の枠を超えた地域
企業全体を総合的に支援するため、産業支援機
関の機能強化や先端産業創出プロジェクト間の
連携が求められている。
・企業のニーズが多様化する中、食を中心とした
ヘルスケアなどの視点を取り入れたフーズ・ヘル
スケアオープンイノベーションプロジェクトにお
いては、産業振興財団がプロジェクトの中核機関
としての役割を担っており、県としても連携を図
りながら推進していく。
また、中小企業のＤＸ支援の取組について、専門
家等のセミナーによる関心のある企業の掘り起
こしなど連携して実施していく。
・一方で、金利低下に伴う基本財産運用益の減
少により、新たなニーズに対応する自主事業の
財源確保は厳しい状況にある。
・今後、限られた経営資源を有効に活用し、産業
財団の機能を持続的に向上していくための対策
等が引き続き必要である。

団体の取組（団体記載） 団体の取組に対する意見等（県所管課記載）

・静岡県との連携等により、積極的に新規事業を
受託するなど、企業ニーズに対応した支援事業
の拡充を図る一方、支援内容が重複する既存事
業の整理を進める。
・設備貸与事業等の終了に伴う管理業務を効率
的に進める。
・時間外勤務の削減に引き続き取り組むなど、財
団維持費の抑制に努める。

・産業振興財団の経営資源に限界がある一方
で、中小企業のデジタル化推進、脱炭素化支援
など、産業振興財団に求められる機能が年々肥
大化しているため、今後も引き続き、事業の整
理、経営のスリム化により、効率化を図る必要が
ある。
・このため、県においても、産業振興財団への補
助（委託）事業を検討する際には、公益財団法人
としての役割を考慮し、優先度の高い事業に集
中させるなど、改善努力が必要である。



Ⅴ　組織体制及び県の関与

１ 役職員数及び県支出額等

２ 点検評価（団体記載）

３ 点検評価（県所管課記載）

（単位：人、千円）

区　分 R3 R4 R5 R6 備考（増減理由等）

常勤役員数  2  2  2  2 

うち県ＯＢ  1  -  1  1 

うち県派遣  -  -  -  - 

常勤職員数  42  45  46  46 

うち県ＯＢ  -  -  -  - 

うち県派遣  6  -  6  6 

県支出額  1,022,672  988,077  980,568  1,012,439 R5実績による減

補助金  846,320  778,507  773,436  797,782 R5実績による減

委託金  176,352  197,195  194,141  199,657 

その他  -  12,375  12,991  15,000 

県からの借入金  38,626  1,419  710  - 

県が債務保証等を
付した債務残高  -  -  -  - 

※役職員数は各年度４月１日時点、県支出額は決算額（当該年度は予算額）、借入金・債務残高は期末残高

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○：基準を満たしている　　△：基準を満たしていないが合理的理由がある　　×：基準を満たしていない

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○：基準を満たしている　　△：基準を満たしていないが合理的理由がある　　×：基準を満たしていない

定員管理の方針等を
策定し、組織体制の
効率化に計画的に取
組んでいるか

○

県の監督下で計画的に定員管理を行っており、毎年度、事業ごとに必
要な業務量を精査し、効果的な事業実施が図れるように効率的かつ
適正な人員配分を行っている。

常勤の役員に占める
県職員を必要最小限
にとどめているか

○

常勤役員の県職員はいない。
県との連携を図るため、県ＯＢ1名が常勤役員（副理事長兼専務理事）
に就任している。

常勤の職員に占める
県からの派遣職員を
必要最小限にとどめ
 ているか

○

事業ごとに県と財団がそれぞれ果たすべき責任分担を検討し、県の
役割分担に応じて必要最小限の派遣職員数としている。

県からの派遣職員に
ついて、必要性、有効
性が認められるか

○

・令和6年度は県職員6人を派遣している。（診断設備1人、研究開発支援1
人、経営支援1人、新事業支援1人、ﾌｰｽﾞ・ﾍﾙｽｹｱｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ2人）
・産業振興財団は、県業務の受託・協同・補完等を行う団体であり、円滑かつ
効果的な事業実施のためには、中小企業診断士、研究員等の専門性を有す
る県職員の派遣が必要である。

県からの補助金等の
支出や借入金等につ
いて、必要性、有効性
が認められるか

○

・令和5年度の県補助金・県委託・その他県支出金の総額は980,568千円、
事業収益に占める割合は85.8％であった。
・県補助金は、法律に基づき当財団を指定又は認定している中小企業支援セ
ンター、下請企業振興協会等としての業務に係るものや、産業成長戦略の推
進など県の重点施策を実施する業務に係るもの、また、県委託金は、高度化
資金貸付診断や経営革新支援など当財団のノウハウを活用するためのもの
であり、それぞれ必要な財政関与である。



Ⅵ　更なる効果的事業の実施に向けた取組

１ 外部意見把握の手法及び意見

２ 事業やサービスの見直し例

区　分 実施 結果公表 実施内容 主な意見・評価

 ○：実施している／公表している　　―：実施していない／公表していない

利用者アンケート、意見交換会等を通じて得た意見や成果に基づき、研究開発助成、商談会等の見
直しを実施した。
・リーディング産業育成事業
 →研究開発助成金を活用した研究開発における成果の事業化を目指し、新しい支援先の発掘なら
びに良質案件の掘り起こしに向け、産業財団のコーディネーターの更なる有効活用を図った。
・下請振興事業
 →より効果的な商談会とするため、県内単独開催から、東海地域合同・山梨合同・神奈川合同の広
域商談会開催に変更。全国からの発注企業参加と広域での受注企業連携により新たなサプライ
チェーン構築に結び付いた。

外部評価委員
会

- ‐

利用者ｱﾝｹｰﾄ ○ ○

セミナーや講座、展示会等の終了
時に参加者アンケートを実施して
いる。

・利用者よりいただいた意見・要望
等については、次回以降の企画に
反映させている。
・また、展示会出展については、半
年後及び1年後の成果の確認を
行っている。

利用者等
意見交換会

○ ○

事業開催前の説明会や伴走支援
で意見を聴取している。

要望等については、実施事業に反
映させている。

その他
(　　　　　　)

○ ○

支援機関等連携促進会議におい
て意見を聴取している。

要望等については、実施事業に反
映させている。


